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市
立
小
学
校
の
就
学
時
健
康
診
断

　

７
年
４
月
に
市
立
小
学
校
へ
入
学

予
定
の
児
童
を
対
象
に
、
就
学
時
健

康
診
断
を
行
い
ま
す
。

　

対
象
児
童
に
は
、
10
月
中
旬
に
通

知
書
を
発
送
し
ま
す
。
届
か
な
い
場

合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

と
き
・
と
こ
ろ　

左
表
参
照

科
目　

内
科
、
歯
科
、
視
力
な
ど

持
ち
物　

就
学
時
健
康
診
断
予
診
票
、

就
学
時
健
康
診
断
票
（
事
前
に
記

入
）
、
母
子
手
帳

問
合
先　

教
育
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
１
３

就学予定小学校 とき ところ

大和田・門真みらい 10月21日㈪

保健福祉
センター

二島・水桜 10月30日㈬

門真・速見・北巣本 10月31日㈭

沖・上野口・東 11月14日㈭

四宮・古川橋・五月田 11月18日㈪

※�健診は午後２時から
※受付は午後１時45分～３時

※
門か

ど

真ま

市し

の
小

し
ょ
う

学が
っ

校こ
う

を
卒そ

つ

業ぎ
ょ
うす

る
人ひ

と

は
申も

う

し
込こ

み
は
い
り
ま
せ
ん
。
他ほ

か

の
市し

町ち
ょ
う

村そ
ん

の
小

し
ょ
う

学が
っ

校こ
う

な
ど
を
卒そ

つ

業ぎ
ょ
う

す
る
人ひ

と

で
、
新

あ
た
ら

し
く
門か

ど

真ま

市し

の
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

へ
入

に
ゅ
う

学が
く

を
し
た
い
人ひ

と

は
申も

う

し

込こ

ん
で
く
だ
さ
い
。

持も

ち
物も

の

　

在ざ
い

留り
ゅ
うカ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト

申も
う
し

込こ
み

・
問と

い

合あ
わ
せ

先さ
き

　

学が
っ

校こ
う

教き
ょ
う

育い
く

課か

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
１
０
７

部
活
動
を
理
由
と
し
た

指
定
校
の
変
更
が
で
き
ま
す

　

来
年
度
、
就
学
予
定
の
市
立
中
学

校
に
希
望
す
る
部
活
動
が
な
い
場
合
、

希
望
す
る
部
活
動
の
あ
る
自
宅
か
ら

最
も
近
い
中
学
校
へ
の
就
学
を
認
め

ま
す
。

　

10
月
上
旬
に
学
校
か
ら
６
年
生
児

童
に
通
知
文
を
配
付
し
ま
す
。
希
望

す
る
場
合
は
、
在
学
す
る
小
学
校
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
部
活
動
地
域
移
行
の
状
況
に
よ
り
、

制
度
が
変
更
と
な
る
場
合
あ
り

※
通
学
途
上
の
安
全
確
保
は
保
護
者

の
責
任
で
す

※
自
転
車
通
学
不
可
。
徒
歩
ま
た
は

公
共
交
通
機
関
を
使
用

申
込
・
問
合
先

　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
１
０
７

外が
い

国こ
く

籍せ
き

の
子こ

ど
も
の
小し

ょ
う

・
中ち

ゅ
う

学が
っ

校こ
う

へ
の
入に

ゅ
う

学が
く

に
つ
い
て

　

外が
い

国こ
く

籍せ
き

の
子こ

ど
も
で
、
２
０
２
５

年ね
ん

４
月が

つ

に
市し

内な
い

小し
ょ
う・
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

へ
入

に
ゅ
う

学が
く

し
た
い
人ひ

と

は
、
申も

う

し
込こ

み
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

門か
ど

真ま

市し

に
住

じ
ゅ
う

所し
ょ

の
あ
る
子こ

ど
も
は
、

10
月が

つ

は
じ
め
に
保ほ

護ご

者し
ゃ

へ
手て

紙が
み

を
送お

く

り
ま
す
。

入に
ゅ
う

学が
く

で
き
る
人ひ

と

◦
小

し
ょ
う

学が
っ

校こ
う

…
２
０
１
８
年ね

ん

４
月が

つ

２
日に

ち

～
２
０
1
９
年ね

ん

４
月が

つ

１
日に

ち

生う

ま
れ

の
人ひ

と

◦
中

ち
ゅ
う

学が
っ

校こ
う

…
２
０
１
２
年ね

ん

４
月が

つ

２
日か

～
２
０
1
３
年ね

ん

４
月が

つ

１
日に

ち

生う

ま
れ

の
人ひ

と

ら
あ
な
た
の
個
人
情
報
が
漏
洩
し

た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
ち
ら
で

個
人
情
報
の
削
除
依
頼
を
す
る
」

と
い
う
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
。

事
例
②

　

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
「
紛
争
問
題

解
決
通
知
」
と
書
か
れ
た
ハ
ガ
キ

が
送
ら
れ
て
き
た
。
「
未
納
料
金

が
あ
り
、
管
轄
裁
判
所
が
控
訴
申

請
を
受
理
し
た
。
こ
の
ま
ま
連
絡

が
な
け
れ
ば
出
廷
と
な
る
」
な
ど

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
全
く
心
当

た
り
が
な
い
。

助
言

　

公
的
機
関
を
騙
っ
て
個
人
情
報
や

金
銭
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
手

口
で
す
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
は

実
在
す
る
機
関
で
す
が
、
個
人
情

報
の
流
出
の
調
査
や
削
除
、
未
納

料
金
の
控
訴
に
関
す
る
業
務
は
行

っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
電
話

を
か
け
た
り
ハ
ガ
キ
を
送
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
対
応
せ

ず
無
視
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

◦
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
所
な
ど
の

健
康
診
断
に
使
用
す
る
体
重
計

※
対
象
の
計
量
器
を
使
用
し
て
い
て

ハ
ガ
キ
が
届
か
な
い
場
合
は
問
い

合
わ
せ

※
計
量
士
に
よ
る
検
査
を
受
け
て
い

る
場
合
や
適
正
計
量
管
理
事
業
所

の
計
量
器
は
免
除

指
定
定
期
検
査
機
関

　

大
阪
市
計
量
協
会

　

☎
０
９
０（
９
８
７
０
）５
８
８
４

問
合
先

　

門
真
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

消
費
生
活
講
座

物
流
の
２
０
２
４
年
問
題
に
つ
い
て

～
持
続
可
能
な
物
流
の
実
現
に
向
け

て
、
消
費
者
に
で
き
る
こ
と
～

と
き　

10
月
24
日
㈭

　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

と
こ
ろ　

く
ら
し
の
相
談
窓
口

　

（
そ
よ
ら
古
川
橋
駅
前
３
階
）

対
象　

市
在
住
の
人

申
込
方
法

　

電
話
ま
た
は
電
子
フ
ォ
ー
ム
か
ら

申
し
込
み

申し込みは
こちら

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
を
か
た
っ
た

電
話
や
ハ
ガ
キ
に
注
意

事
例
①

　

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
職
員
を
名

乗
る
人
物
か
ら
「
通
信
事
業
者
か

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

　

計
量
法
に
基
づ
く
特
定
計
量
器
の

定
期
検
査
を
10
月
に
実
施
し
ま
す
。

対
象
調
査
地
区
に
は
９
月
に
「
大
阪

市
計
量
協
会
」
よ
り
ハ
ガ
キ
で
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。

対
象

　

次
の
い
ず
れ
か
で
使
用
す
る
計
量

器
◦
商
店
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な

ど
の
計
量
販
売

◦
工
場
、
事
務
所
な
ど
の
材
料
の
購

入
、
製
品
の
販
売
出
荷
用

◦
病
院
な
ど
の
健
康
診
断
に
使
用
す

る
体
重
計

◦
薬
局
、
病
院
の
調
剤
用

◦
宅
配
便

年
金
の
相
談
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
へ

　

相
談
の
際
は
基
礎
年
金
番
号
を
ご

準
備
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

◦
月
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～
午
後

７
時

◦
火
～
金
曜
日
…
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日
…
午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

相
談
先

　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
・
有
料
）

　

☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
番
号
か
ら
か
け

る
場
合
は
☎
０
３（
６
７
０
０
）

１
１
６
５

10
月
11
日
～
20
日
は

「
秋
の
地
域
安
全
運
動
」

ス
ロ
ー
ガ
ン

　

み
ん
な
で
力
を
あ
わ
せ
て
安
全
・

安
心
ま
ち
づ
く
り

重
点
目
標

◦
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止

◦
特
殊
詐
欺
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型
投
資
・
ロ

マ
ン
ス
詐
欺
の
被
害
防
止

◦
万
引
き
の
被
害
防
止

◆
秋
の
地
域
安
全
運
動
決
起
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン

　

防
犯
教
室
を
実
施
し
ま
す
。

と
き　

10
月
11
日
㈮
午
前
10
時
か
ら

※
雨
天
中
止

と
こ
ろ

　

京
阪
古
川
橋
駅
南
側
ロ
ー
タ
リ
ー

主
催　

門
真
市
防
犯
連
合
協
議
会

問
合
先

　

門
真
警
察
署
生
活
安
全
課

　

☎
０
６（
６
９
０
６
）１
２
３
４

い
家
庭
で
も
、
雑
排
水
が
下
水
道

管
を
通
り
処
理
場
で
浄
化
処
理
さ

れ
た
場
合
、
使
用
料
が
必
要

水
洗
化
は
３
年
以
内
に

　

下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
、
３
年
以
内
に
く
み
取
り
便
所

を
水
洗
化
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

問
合
先

　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

下
水
道
整
備
区
域
の
拡
大

　

10
月
か
ら
く
み
取
り
便
所
の
水
洗

化
や
浄
化
槽
の
廃
止
が
可
能
と
な
る

地
域
が
広
が
り
ま
す
。

対
象
区
域

　

千
石
西
町
、
千
石
東
町
、
島
頭
４

丁
目
、
打
越
町

下
水
道
使
用
料
の
負
担

　

下
水
道
の
整
備
後
は
、
水
道
使
用

量
に
応
じ
た
下
水
道
使
用
料
の
負
担

が
必
要
で
す
。
本
料
は
下
水
道
施
設

の
維
持
管
理
費
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。

※
水
洗
ト
イ
レ
に
切
り
替
え
て
い
な

決
算
特
別
委
員
会

と
き
（
10
月
）
・
審
査
内
容

◦
７
日
㈪
…
認
定
第
１
号
（
総
務
関

係
、
財
産
調
書
、
建
設
関
係
及
び

文
教
こ
ど
も
関
係
（
教
育
部
）
）

◦
15
日
㈫
…
認
定
第
１
号
（
民
生
関

係
及
び
文
教
こ
ど
も
関
係
（
こ
ど

も
部
）
）
並
び
に
議
案
第
54
号
及

び
認
定
第
２
号
（
上
水
道
関
係
）

並
び
に
議
案
第
55
号
及
び
認
定
第

３
号
（
下
水
道
関
係
）

◦
21
日
㈪
…
認
定
第
１
号
（
総
括
）

◦
28
日
㈪
…
予
備
日

傍
聴
受
付
場
所　

議
会
事
務
局

　

（
市
役
所
本
館
４
階
）

大
阪
府
最
低
賃
金
改
正
の
お
知
ら
せ

　

10
月
１
日
か
ら
大
阪
府
最
低
賃
金

が
時
間
額
１
１
１
４
円
に
改
正
さ
れ

ま
す
。

問
合
先

　

大
阪
労
働
局
賃
金
課

　

☎
０
６（
６
９
４
９
）６
５
０
２

ご
存
じ
で
す
か

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

　

中
小
企
業
で
働
く
従
業
員
の
た
め

の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

　

国
の
掛
金
助
成
を
受
け
ら
れ
、
掛

金
は
全
額
非
課
税
で
す
。
外
部
積
立

型
の
た
め
管
理
し
や
す
く
、
人
材
の

定
着
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
や
家
族
従
業
員
も
加
入
で

き
ま
す
。
ほ
か
の
退
職
金
・
企
業
年

金
制
度
な
ど
と
の
資
産
移
換
も
可
能

で
す
。

問
合
先

　

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

　

☎
０
３（
６
９
０
７
）１
２
３
４

働
く
意
欲
が
あ
り
な
が
ら

就
職
が
困
難
な
人
へ

　

雇
用
や
就
労
に
つ
な
げ
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
や
支
援
を

専
門
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
行
い

ま
す
。

と
き　

月
・
水
・
金
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

※
祝
日
を
除
く

と
こ
ろ

　

地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

　

（
人
権
市
民
相
談
課
内
）

相
談
方
法

　

電
話
ま
た
は
面
談

※
面
談
は
事
前
に
電
話
で
予
約

※
就
職
の
あ
っ
せ
ん
は
不
可

予
約
・
相
談
・
問
合
先

　

地
域
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

※
会
議
は
午
前
10
時
か
ら
。
傍
聴
の

受
付
は
午
前
９
時
30
分
か
ら

※
日
時
は
都
合
に
よ
り
変
更
と
な
る

場
合
あ
り

問
合
先

　

議
会
事
務
局

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
９
７
８

教

育

年

金

上
下
水
道

消
費
生
活

防

犯

議

会

労

働
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